
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年４月１３日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 長崎県小値賀
お ぢ か

町野崎
の ざ き

島西岸 

 小値賀町所在の津和崎
つ わ さ き

灯台から真方位０４６°１,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°１０.１′ 東経１２９°０７.４′） 

事故調査の経過 平成２５年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ５５龍鳳
りゅうほう

、１９トン  

ＮＳ２－２３４１３（漁船登録番号）、エテルナ・ワコー株式会社 

２９.５０ｍ×５.２０ｍ×１.６７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６.０kＷ、平成２１年９月１９日 

第２９２－４９０２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１８年３月３０日 

免許証交付日 平成２３年２月２３日 

         （平成２８年３月３０日まで有効） 

機関員 男性 １９歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２４年３月２８日 

免許証交付日 平成２４年３月２９日 

         （平成２９年３月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ及び舵が曲損、船底に擦過傷、船底ソナー部に亀裂 

 事故の経過  本船は、船長及び機関員ほか２人が乗り組み、平成２５年４月１３

日０４時３０分ごろ長崎県五島市姫島北方沖の漁場から漁獲物約２０

ｔを積載して帰航を開始した。 

船長は、機関回転数毎分約１,４００の約１１ノットの対地速力と

し、津和崎鼻を船首目標として自動操舵で北東進中、０５時３０分ご

ろ、いつもどおり、他船に注意し、眠くなったら誰でもいいから起こ

して交替するようにと指示を行い、本船に加勢のために網船から移乗
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していた機関員に単独の船橋当直を引き継ぎ、操舵室後方で仮眠をと

った。 

機関員は、自動操舵で何度か前方に停泊していた他船を避ける操船

をした後、周囲に他船を認めず、０６時５０分ごろ、眠気を催したの

で、約１、２分間、外に出て外気に当たり、ふだん、眠くなって当直

を交替してもらうときに比べれば、大した眠気ではないから大丈夫と

思い、操縦席に戻り、座って操船を続けた。 

機関員は、０７時００分ごろ小値賀町小値賀島南方を航行している

記憶があったが、いつしか居眠りに陥り、０７時３０分ごろ本船が、

野崎島西岸に乗り揚げた。 

本船は、船長が機関を停止し、来援した僚船に引き下ろされ、別の

僚船にえい
．．

航され、長崎県佐世保市相浦
あいのうら

港で水揚げをした後、造船

所に回航の上、修理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮末期 

 その他の事項 本船は、運搬船であり、喫水が、船首約１.０ｍ、船尾約２.５ｍで

あった。 

機関員は、本事故後、本事故当時には、本船の周囲に他船がいなか

ったので、気が緩んだと思った。 

機関員は、本事故の前日の１２日１３時００分ごろから２０時００

分ごろまで休憩した後、２２時００分ごろまで作業に従事し、翌１３

日０２時００分ごろまでに約１時間仮眠をとり、その後、作業に従事

していたので、睡眠不足ではなく、それほど疲れていないと思ってい

た。 

船団がまとまって帰航するときには、ほかの運搬船も含めて網船か

ら加勢のために１人か２人を移乗させ、船橋当直を交替しながら、航

行しており、眠くなったら船橋当直を交替するよう、会社から指示さ

れていた。 

網船からの運搬船への加勢要員は、毎回決まった者が移乗するので

はなく、そのときの状況に応じて網船の漁労長が指名した者が移乗す

るようになっており、本事故当時、本船には、２人の加勢要員が移乗

していた。 

本船には、居眠り防止装置（船橋航海当直警報装置）がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、小値賀島の南方を漁場から自動操舵で帰航中、単独で船橋

当直中の機関員が、何度か前方の停泊船を避けた後、眠気を催したも

のの、操縦席に座って操船を続けたことから、居眠りに陥り、野崎島
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西岸に乗り揚げたものと考えられる。 

機関員は、眠気を催した際、睡眠不足ではなく、さほど疲れてはい

ないと思っており、外気に当たり、ふだん、眠くなって当直を交替し

てもらうときに比べれば、大した眠気ではないから大丈夫と思い、船

橋当直を続けたものと考えられる。  

原因  本事故は、本船が、小値賀島の南方を漁場から自動操舵で帰航中、

単独で船橋当直中の機関員が、何度か前方の停泊船を避けた後、周囲

に他船を認めない状況となって気が緩み、眠気を催したものの、操縦

席に座って操船を続けたため、居眠りに陥り、野崎島西岸に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・立って操船したり、ガムをかんだり、外気に当たるなどしたりし

て眠気を払拭すること。 

・船橋航海当直警報装置を設置することが望ましい。 

・船橋当直は、２人当直とすることが望ましい。 

 


